
報道機関へ提供資料（沼津市）         令和５年３月７日（火）発表 

  名 称 等  市内保育事業所への特別指導監査結果について 

担  当  市民福祉部福祉事務所 子育て支援課  

       直通 ０５５－９３４－４８２６   

   

 

１ 概 要 

  市内保育事業所における不適切な保育事案について、児童福祉法等に基づく特別指導監査を行

い、事業所に対する指導を実施した。 

  （令和５年１月 21日付報道発表資料に関する事案） 

 

 ２ 監査実施日時 

  令和５年１月 24日（火）及び 25日（水） 

 

 ３ 監査結果について 

  当該事業所に対して、文書による指導(改善指導事項３件・助言指導事項１件)を実施した。う

ち、改善指導事項については、通知より 60日以内に改善内容の報告を求めることとした。 

 

 ４ 監査結果通知日時 

  令和５年３月７日（火）9:30 

 

 ５ 結果の公表 

  市ＨＰにて令和５年３月７日付で別紙のとおり公開する。 

なお、法に基づく改善勧告でなく、実施要綱に基づく改善指導であることから、施設名の公表 

は行わない。 

 



 

 

市内保育事業所特別指導監査実施報告 

 

児童福祉法等に基づき、市内保育事業所を対象に下記のとおり特別指導監査を実施

しました。 

 

１ 指導監査について 

対象施設数 １ 

対 象 案 件 不適切保育に係る事実確認のため 

実施年月日 令和５年１月24日・25日 

 

２ 指導監査の結果 

結果の区分 改善指導事項 助言指導事項 

件数 ３ １ 

   改善指導事項については、速やかに改善措置を講じ、改善内容について書面での報告

を求めた。 

   認定した不適切保育の内容及び指導事項については別紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

監査結果 

 

〈認定した不適切な保育内容〉 

 

保育士 Aが園児 Aの求めるままに手と顔に絵を書き、その様子を個人所有のスマートフォン

で写真を撮影し、職員間の SNSで共有した。 

施設長が園児 Bの求めるままに手に絵を書いた。園児 Bが喜んでいると認識し、手のみなら

ず顔にも絵を書いた。また、施設長及び保育士 Aが遊びの延長で園児 Bの顔を引っ張った。

その様子を個人所有のスマートフォンで写真を撮影し、職員間の SNSで共有した。 

調理員 Aが部屋に戻らない園児 Cを部屋に戻らせようとお面で脅かし、その様子を施設長が

個人所有のスマートフォンで写真を撮影し、職員間の SNSで共有した。 

 

 

〈施設に対する指導内容〉 

 

上記の事案を検証し、不適切保育の再発防止に向けて、次の事項を実施すること。 

うち、改善指導事項については、通知より 60日以内に改善内容を報告すること。 

結果の区分 改善を要する事項 

改善指導事項 

各種マニュアルの見直し 

 

今回の事案を検証し、提供する保育内容や虐待の防止のための措置につ

いてのマニュアルの見直しを行うこと。また見直しにあたっては「不適

切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」を参照するこ

と。 

改善指導事項 

職員研修及び自己評価の実施 

 

不適切保育再発防止に向けた職員研修の実施や自己評価の機会を設ける

こと。自己評価にあたっては、「保育所・認定こども園等における人権擁

護のためのセルフチェックリスト（全国保育士会）」を活用すること。 

改善指導事項 

秘密保持の徹底及び規定の見直し 

 

個人所有の携帯電話の使用について、使用規定を見直すとともに、業務

上知り得た利用者の情報が漏れることのないよう必要な措置を講じるこ

と。 

助言指導事項 

職場環境の改善 

 

職員同士が保育提供内容を相談できるよう風通しの良い職場環境の構築

に努めること。また、公益通報窓口等を職員に周知すること。 

 


